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小田原市立地適正化計画の素案に対する市民意見の募集結果について 

 

 

１ 意見募集の概要 

計画の題名 小田原市立地適正化計画 

計画の案の公表の日 平成２８年１２月１５日（木） 

意見提出期間 平成２８年１２月１５日(木)から平成２９年１月１３日(金)まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ） 

意見募集の周知（広報紙、メールマガジン、ＣＡＴＶ） 

 

２ 結果の概要 

意見数（意見提出者数）    １６件（５人） 

 インターネット １人 

 ファクシミリ ４人 

 郵送 ０人 

 直接持参 ０人 

  

無効な意見提出     ０人 

 

３ 提出意見の内容 

区分 意見の考慮の結果 件数 

Ａ 意見を踏まえ、計画案に反映したもの  １件 

Ｂ 意見の趣旨が計画案に反映されているもの  ２件 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの  ３件 

Ｄ その他（質問など） １０件 
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＜具体的な内容＞ 

１ 計画全般について 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 立地適正化計画策定に当たっては小田

原ならではの地域特性を十分に勘案し

た計画づくりをお願いする。 

Ｂ 計画素案では、コンパクトシティの形成

を図る中でも、それぞれの地域が特色を

もった都市構造を目指すこととし、都市

づくりの理念を「小田原らしさを生かし

た賑わいのある多極ネットワーク型コン

パクトシティ」としています。 

２ 全体的に新鮮味のある創造的な計画で

はないと思う。もっと夢のある計画に

はならないでしょうか。小田原のポテ

ンシャルはこんなものではないと思

う。 

Ｃ 立地適正化計画は、人口減少・少子高齢

化社会に対応するコンパクトなまちづく

りを進めていくための都市づくりのベー

スとなるマスタープランです。そのた

め、関連施策に関しては基礎的な内容を

示しており、御指摘のような印象を受け

られることもあると思いますが、関連す

る各分野の事業や計画などは、今後、本

計画との連携を基本として検討を行って

いくものとなりますので御理解くださ

い。 

３ 大型商業施設（１万㎡以上）を誘導す

る区域が小田原駅・鴨宮駅周辺の２拠

点では、高い自動車依存率は解消され

ず、「コンパクト・プラス・ネットワ

ーク」は実現できないのではないか。 

Ｄ 人口減少・少子高齢化が進行する中で

は、大型商業施設はもとより、より身近

な生活サービス施設の維持が困難になる

ことや、自動車の運転も困難な方が増え

てくることが懸念されます。 

立地適正化計画は、そのような状況に対

応するため、生活に身近な地域拠点・生

活拠点での日常生活の利便性を保つとと

もに、より高次の都市機能が立地する広

域中心拠点、地域中心拠点への公共交通

のアクセス性を確保していくことで、持

続可能な多極ネットワーク型コンパクト

シティの形成を目指すものです。 

４ コンパクトシティ化の方向性について

は、基本的に賛成です。 

ただ、計画期間が長期にわたる中、計

画に関連する地域の地権者の方などに

相続等があり、権利関係が細分化、多

数化していくということも考えられ、

そうしたことを想定の上で、長期的に

ぶれない姿勢で計画を維持していくこ

とができるかどうかが問われると思

う。 

Ｂ 立地適正化計画は、２０年以上の長期間

を見据えて、ゆるやかな誘導を図る計画

です。 

このため、御指摘のように長期的な計画

のおおむね５年ごとの誘導施策等の実

施・進捗状況の評価、検証を行い、見直

し、充実、強化等の検討を行うこととし

ています。 
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２ 拠点・都市機能誘導区域について 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

５ ・足柄駅・井細田駅周辺が、広域中心

拠点、地域中心拠点ではなく生活拠点

に定められた理由はなにか。 

・足柄駅・井細田周辺は、小田原駅か

らの公共交通の利便性、現状の人口集

積を踏まえると、広域中心拠点、地域

中心拠点の３次生活圏に設定すべきで

はないか。（同様２件） 

Ｄ 広域中心拠点・地域中心拠点は、人口

の見通しだけではなく、小田原市都市

計画マスタープラン等の関連計画にお

ける位置付け、高次・広域都市機能の

集積状況、市内外からの利用しやすさ

等を総合的に考慮し設定しています。 

足柄・井細田駅周辺は、都市機能の集

積状況、現状及び将来の人口集積、生

活圏の広がり等を考慮すると２次生活

圏の拠点(生活拠点)として位置付ける

ことが適切だと判断しています。 

６ 今後、再開発等の可能性のある場所、

ＪＴ工場跡地や、日立・ＨＧＳＴ工場

などについては、将来の土地利用の可

能性を勘案し、都市機能誘導区域に含

めるか、土地利用転換想定箇所の指定

を強くお願いする。 

Ａ 御指摘のＪＴ工場跡地については、生

活拠点として位置付けた足柄駅・井細

田駅周辺に大きな影響を及ぼす可能性

があることから、土地利用転換想定箇

所として計画に記載します。 

なお、大規模未利用地の土地利用転換

については、当該地域の拠点性や周辺

の市街地環境に与える影響を踏まえ、

適切と判断される場合には、必要に応

じて立地適正化計画の見直しを検討し

ます。 

 

 

 

 

３ 誘導施設・誘導施策について 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

７ 拠点に絡む誘導施設の設定と、現在の都

市計画法における用途地域内の建築制限

（面積制限など）との相違は。 

Ｄ 誘導施設（大規模商業施設）に関する

面積区分は、都市機能誘導区域に立地

することが望ましい都市機能としての

誘導の目安となるもので、届出制度は

ありますが、建設ができないという規

制的なものではありません。 

これに対して、用途地域等に応じた建

築基準法に基づく用途、延床面積等の

基準は、合致していないと建築するこ

とができない規制制度となります。 
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８ 商業施設の面積規定に関しては、かえっ

て地域活性化を妨げる要因になると考え

られるのでご留意いただきたい。外部か

らの投資意欲に対して柔軟な対応をする

ためにも、面積規定ははずすべき。 

Ｄ 誘導施設（大規模商業施設）に関する

面積区分は、都市機能誘導区域に立地

することが望ましい都市機能としての

誘導の目安となるもので、届出制度は

ありますが、建設ができないという規

制的なものではありません。 

運用においては、地域の活性化を妨げ

ることのないよう進めてまいります。 

９ 長期的にぶれない姿勢で計画を維持して

いくことができるかどうかが問われると

思う。計画の実施等には、長い時間を必

要とするが、その間に、土地所有者が

個々の事情によって処分したり、改変し

たりすることを強制的に阻止することは

できない。かなりの資金がかかるがそう

いう時に一時的に市が取得しておくよう

な資金は用意できないか。高齢者の住宅

に対するリバースモーゲージのような制

度の援用も考えられる。 

Ｄ 御指摘のような施策を具体的な事業用

地ではない箇所で実施することは難し

い面がありますが、具体に公共的な土

地利用を目的とする箇所については、

適宜、市が用地を取得していく必要は

あると考えます。 

また、土地の有効活用を促すことや都

市機能集積の推進のために必要な施策

として、土地利用の共同化を支援する

事業を計画に位置付けております。 

10 将来のコスト負担の上からも、都市景観

の見地からも、小田原に高層マンション

はふさわしくない。将来のスラム化を防

ぐのであれば、５階から１０階建てくら

いが小田原の街にはふさわしいと思う。

今以上の規制緩和はしないでほしい。 

Ｄ 広域中心拠点等では、都市機能集積を

目的とした高度利用等による土地利用

を促進する観点もあることから、高さ

の見直しを行う場合には、小田原城

や、周辺の市街地環境への影響も配慮

しながら、検討してまいります。 

11 新しく市街地を形成していくにあたっ

て、モデルケースとなるような具体的な

建築の設計コンペをやったらどうか。 

Ｃ 今後のまちづくりの参考にさせていた

だきます。 

 

４ その他 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

12 現在進行形で進んでいる各地域の計画と

の整合性をとっていただきたい。特に、

都市計画道路が事業決定されている周辺

の土地利用に関しては、近い将来、地域

活性化の足かせになると予想される。 

Ｄ 本計画は、関連計画との整合に留意す

るとともに、関係部署と協議を図りな

がら策定しております。 

また、本計画は、都市機能誘導区域を

駅周辺などの公共交通利便性の高い地

域に設定し、当該区域に都市機能を誘

導することで都市の集約化を図るもの

ですが、届出制度はあるものの、建設

ができないという規制的なものではあ

りません。 

運用においては、地域の活性化を妨げ

ることのないよう進めてまいります。 



 

5 

13 「地域コミュニティ拠点」として「計２

６の自治会連合会との連携を図る」と記

載されているが、素案作成に当たり、各

連合自治会又は自治会単位への事前説明

並びに調整はどのようにされたのか。 

Ｄ 地域コミュニティ拠点については、こ

れまで自治会連合会など地域の方々か

ら要望をいただいてきた地域活動の場

所づくりに関し、総合計画などでも示

している地域の活動拠点の考え方に基

づいて設定しています。 

具体的な活動の場となる拠点について

は、現在、各地区の地域コミュニティ

組織で取り組んでいただいている地域

コミュニティ推進事業の中で、地区ご

とに、個別に調整してまいりたいと考

えております。 

14 各自治会が、今後の自分たちの地域のあ

り方を考える大事な機会なので、十分な

周知、議論の時間を設けてもらいたい。 

Ｃ 今後、平成３０年度末までを予定して

いる居住誘導区域の設定に当たり、２

年間をかけて、多極ネットワーク型コ

ンパクトシティの形成に向けた居住の

あり方、関連する分野の施策の方向性

など、地域の方々に説明し、御意見を

いただきながら計画案を作成していき

たいと考えています。 

15 本年度末の「都市機能誘導区域」、平成

３０年度末までの「居住誘導区域」の設

定を行っていく中、市民、自治会、市議

会、都市計画審議会への対応の時期、内

容等の予定はどうなっているか。 

Ｄ 都市機能誘導区域の設定に当たって

は、これまで、都市計画審議会、市議

会、市民説明会等において説明を行っ

てきました。今後は本パブリックコメ

ントののち、平成２９年２月中に、都

市計画審議会への諮問、市議会建設経

済常任委員会報告を行い、３月中に計

画策定、公表を行う予定です。 

また、居住誘導区域の設定に当たって

は、市議会、都市計画審議会への対応

のほか、市民の方々に向けて、地域ご

とに御意見を伺いながら、計画案を作

成していきたいと考えております。 

16 どんなに便利でも車を使って移動する人

たちをゼロにすることはできない。特に

子供のいる家族と高齢者を連れた家族は

どうしても車を必要とする。そうした人

たちのためには、無料の駐車サービスが

必要になってくると思う。完全な車ゼロ

社会ではなく「車もあり」だから皆さん

是非いらしてくださいと呼びかけられる

街でありたいと思う。 

Ｄ 御指摘のように、立地適正化計画は、

公共交通のみを利用し、自動車利用を

排除することを目標にしているもので

はありません。 

運転できる方、必要な方が自動車を利

用して便利に生活することはもちろん

ですが、人口減少・少子高齢化という

課題に対応するため、公共交通の利便

性の高いまちづくりとして多極ネット

ワーク型コンパクトシティの形成を目

指しています。 
 


